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出席 ３ 高澤 富士子  
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出席 １１ 沼田 浩子  
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出席 １４ 足立 久子  

出席 １５ 小林 嘉之  

出席 １６ 酒井 智恵子  

出席 １７ 齊藤 正人  

出席 １８ 廣瀬 公一  

出席 １９ 清水 敏明  
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皆さんお疲れ様です。先日の長野県農業委員会大会お疲れさまでした。 

今日は予定が詰まっておりますので、よろしくお願いいたします。それで

は 11月の農業委員会総会を始めさせていただきます。 

松永会長挨拶をお願いいたします。 

 

おはようございます。今日はこのあと視察、そのあとは忘年会というこ

とです。午前中から一日のコースなりますがよろしくお願いいたします。

また、先日は長野県農業委員会大会、大変お疲れさまでございました。天

気予報によりますと、明日雪が積もるという予報がでているということで、

何かとせわしい中でございますがよろしくお願いいたします。常設審議会

で出た資料の内容を言っておきたいと思います。大会の中で、全国農業会

議所の事務局長からも触れておられましたが、改正農業委員会法５年の見

直しの議論がされているということ、規制改革会議では、今までの農業委

員の活動、最適化の活動の量的な把握が不十分である、ということでござ

います。見直し期間は、最低でも２年間延長すること。またそのあとすべ

て農業委員会で最適化活動の目標を定めるとともに、推進委員等が毎年度

具体的な活動を記録し、農業委員会において評価を得る。その結果を公表

する仕組みを構築する、ということが明記されています。これを受けまし

て、農水省は８月 31日に推進委員等の活動日数の目標を、年間 180日、月

平均 15日、農地利用最適化の成果目標は、国が一定の条件で算定した数値、

平成 25年の集積率の 2.5倍か 90％、ということで非常に高い目標値を考

えています。それを受けまして、農業会議等でそれぞれ各県の意見を聞い

たそうです。９月８日にはそれを踏まえて、農業会議所が農水省と話をし

ました。今後は丁寧な検討により、目標を設定する必要があるということ

で認識は一致しました。９月 21日に農業会議所の会頭と農林副大臣が面談

をしてその話をしました。９月 22日に農業会議所は組織制度対策委員会

が、国が一律して目標を定めるのではなく、農業委員会ごとに地域の実情

に応じて主体的に目標を定め、目標を達成するという方向で対処すること

で農水省に意見をしていく。と、決定をしたということです。それを受け

まして、10月 13日ですが、農水省の経営局長と全国農業会議所の専務理

事で協議をして、活動量の目標数値は通知に記載しない、活動目標は農業

委員会組織で主体的に設定する。と合意をしたということです。その後閣

議決定はされてなく、農水省からは通知はまだ出ていないが、そのうち出

てくるということです。活動が不十分だということを言っているのです。

現在活動記録簿を作っていただき、見本もお届けしておりますが、この記

載方法を見直すのではないかということでございます。法律的には農業委

員会総会に参加した「人・農地プラン」の話し合いに向けて個別訪問をし

た、農地の現地確認をした「人・農地プラン」の話し合いに参加した、と

いう法律制度に基づいた取り組みについては記載していただく。だいたい

こんなことを書いていることが多いと思います。今後それプラス農地の見

回り、例えば朝自分の畑に行く時に隣近所の畑を見る、朝田んぼに行く際
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に途中の農地の無事を確認した、途中の畑に建設残土などがあった、など。

また仲間への声掛けということで、歩いていたらＡさんに会い、来年から

Ａさんの田を耕してほしいと頼まれた、○○さん自宅に来て、と、後継者

の経営継承の話をした、電話で農地バンクの相談を受けた、こういうこと

も細かく書いて、活動をしているのだということ。自分が畑に行く時に田

んぼを見ながら行って、無事を確認した。それも重要な活動だということ

を位置づける。そんなことで活動記録の欄を埋めていただきたいと農業会

議所は考えているというわけです。これから冬に入り農地相談もあります

が、それぞれ個別目標を設けて一年に何件か遊休農地になりそうなところ

をどうするのかという相談を受けながら、受け手に橋渡しをする活動がや

はり基本的には重要なのだと思われます。また役員会などでどんな形で皆

さんにお願いをしたらよいか、最適化推進委員も一年経つ中で様子もわか

ってきたと思います。あと残り任期２年ですがここで拍車をかけて活動し

ていただきたいとお願いをし、長くなりましたが挨拶にかえさせていただ

きます。 

 

事務局より経過報告お願いします。 

 

【事務局より資料に基づき経過報告】 

 

事務局より欠席委員の報告をお願いします。 

 

欠席委員はなし。 

 

議事録署名委員の指名を行います。 

飯山市農業委員会会議規則第８条第１項に規定する議事録署名委員ですが、

こちらから指名させて頂きます。 

 

それでは、議席番号 13番 石田委員さん、15番 小林委員さんにお願い

いたします。 

これより、議事に入ります。 

議案第 1号 「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とい

たします。事務局より議案の朗読と説明をお願いします。 

 

今月の農地法第３条の許可申請は、1議案 4件です。 

議案第１号について、受付番号３４番から３７番は所有権の移転に関する

件になります。 

 

【 所有権移転 受付番号３４番～３７番 

                 議案書をもとに朗読と説明 】 
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受付番号３４番から３７番は農地法第３条第２項各号には該当しないため

許可要件のすべてを満たすと考えます。ご審議お願いします。 

 

ありがとうございました 

それでは、担当地区の委員さんから補足をお願いします。 

３４番３５番の補足説明お願いします。 

 

○○さんが譲り受けた所は、上の土地と下の土地の両方に小屋が建ってお

りまして、家は○○さん（34番）と○○さん（35番）と、いとこの３人で

壊したそうです。もうどうにもならないのだと亡○○さんの話は聞きまし

た。それぞれ親戚の方が土地の値段は高いのだけれども請け負っていくし

かないということです。34番、下の方の土地は、近所の○○さんが畑を使

用しているため、その方に声をかけたが結局は譲受人の○○さんが受けた

そうです。35番の方は、信濃平駅の近くの２枚の田については現在耕作さ

れています。上の農地は荒れていてどうにもならない状態です。農地確認

に行きましたが、荒れていてダメでした。右の方は何年か前には耕作して

いたそうですが、現在は原野のようになっている状態です。関さんに話し

た時に、もうどうにもならないので原野にしたらと提案したが、自分の所

有になるので何年かしたらどうしようか考えたいとの話でした。 

 

（36番補足説明）土地は荒れていて、買ってほしいという話があり買うこ

とになったそうです。 

 

（37番補足説明）○○さんの実家が木島にあり、メインの農地は木島です。

○○さんは現在秋津に住んでいて、自宅前の土地を買い入れて耕作したい

とのことです。耕作はされていないが、草刈りがされていてきれいになっ

ている状態です。 

 

ご意見ご質問がありましたらお願いします。 

 

購入しても耕作せずに荒らしたままにしておくのは原則的にダメですよ

ね。事務局いかがですか。 

 

原則的にはダメです。 

 

荒らすために購入することは許可できないということです。 

 

○○さん（36番）は自家用野菜を作るという話です。 

 

自家用野菜を作るという話ですが、それができる状態ではないでしょう？ 
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そうですね。ひどく荒れています。そこのまわりの土地も荒れている状態

です。 

 

仕方なく購入したという事ですか？ 

 

仕方なく購入したという事です。耕作ができるようなら作るとのことです。 

 

35番は大丈夫ですか？ 

 

全て荒れています。資料では田になっているが、昔は段々田んぼだったと

ころです。仕方なく親戚で持つしかないという事です。田はいいが、両方

はダメで周りも全部ダメです。昔は段々田んぼだったから水路もあると思

います。 

 

そこが原野になっても水路的にはまわりの田んぼも大丈夫なのですか？ 

原野にしたことでそこが荒らされたら、水流に関してほかの田んぼに影響

が出たら困ると思われます。 

 

非農地にするというのはどうでしょうか。 

 

木が生えてどうにもならない土地を荒廃地、非農地という流れのなかで微

妙ではあります。非農地通知は、道路の状況、水路の状況とか総合的にみ

ても耕作の見込みがないということも当然あります。ただ現状では耕作の

見込みで申請が出てきているところもあり、申請を受けざるを得ない状況

もあります。将来的に一向に耕作されずという事であれば後々は非農地と

いう事もあるかと思います。 

 

本来、農地法の趣旨からすれば耕作をしてもらわないと農地は渡してはい

けないということです。今後こういう件がたくさん出てくると思われます。

その場合どう対処するべきか、役員会で論議します。飯山市農業委員会と

して、耕作はしないが名義のみを変えるなど、認めるか認めないかを明確

にしておく必要があります。ダメだとなれば、窓口では受け付けないとい

うことになります。皆さんはどう思いますか。 

 

35番の畑と段々田んぼがあったところは荒れていてもうどうにもならない

ので、非農地にしたほうがいいのではないかと提案したいところです。家

のあった宅地は、宅地として買っていて、宅地である以上畑にするわけに

はいかないですね。 

 

田はすべて作れる状態ですか？ 

 



令和 3 年 11 月 26（金） 

 

 

飯山市農業委員会議事録 

 

The Agricultural Committee of IIYAMA                          飯山市農業委員会 

１２番 

 

 

１６番 

 

 

 

議長 

 

事務局 

 

 

 

 

議長 

 

 

 

事務局 

 

議 長 

 

 

 

１６番 

 

 

１２番 

 

 

議 長 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

２枚だけです。耕作をされている人なので、その田も使用するとのことで

す。 

 

もしここで許可がされなければ、土地の所有者がいなくなってしまって、

これからそういう土地が増えてきたときに、誰かがここはこうしようとか

できるのですか？ 

 

所有者がいなくなると誰のものになるのか。 

 

国庫に入るとか言われていますが、農水省のものになるということはない

です。民法で定められていて、相続人のいない財産については法人とする

となっています。処分ができないとなると、登記はそのままになります。

誰のものでもないのです。 

 

すぐに結論を出さなくても、農業委員会として、農地法上は耕作の可能性

がない農地は農地として認められない。耕作できる土地は認める。認めら

れない土地は非農地通知出すので、と弁護士に話をしたらどうでしょうか。 

 

いったん保留にして話をしてみましょうか。 

 

それが農業委員会のあるべき姿だと思います。弁護士であろうと誰であろ

うと、全部耕作をする義務を負っている、そういう人に農地を渡すという

ことです。 

 

○○さん（35番）はいずれ何かをやろうとおっしゃっていたということで

すが、本当に何かをやるつもりなのか一応確認しないといけないですね。 

 

段々田んぼのところは、小規模なんとかという制度が応用してきて、補助

金など有意義な条件になるということです。 

 

農地として売買ができるように、もう一度弁護士と話をしていただきたい。 

 

34番ですが、格納庫のようなものがあるので、４条の届け出を出してもら

ったうえで審議にかけたいと思います。35番については、いったん保留に

してもう一度○○さんに確認します。耕作の意思があるのか、もしくは一

部は非農地という扱いをしながら完全に耕作をするものだけを申請しても

らうなど相談します。完全に耕作ができない農地については、非農地なり

ということでよろしいでしょうか。相続財産管理人に対して送ります。 

 

きちんと整理をしてもらった方が買った方の人のためにもなると思いま

す。このまま農地として購入しても、○○さんが改めて申請するようにな
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ってしまいます。○○さんも耕作できないような土地を購入しても同じ。 

 

他にご意見ご質問等がありましたらお願いします。 

ないようでしたら採決をいたします。 

受付番号３６番３７番については申請どおり賛成の方は挙手をお願いしま

す。   （全員挙手） 

３４番３５番については保留ということで賛成の方は挙手をお願いしま

す。   （全員挙手） 

 

ありがとうございました。 

 

次に議案第２号「農地法第５条の規定による許可申請について」事務局よ

り議案の朗読と説明をお願いします。 

 

農地法第５条の許可申請は 1件。 

   【受付番号 １３番 議案書をもとに朗読と説明】 

 

１３番補足説明お願いします。 

 

先月の議案にありました住宅の転用の住宅地の通路が必要ということで申

請がありました。５条申請に問題ないと思います。 

 

ご意見ご質問がありましたらお願いします。よろしいですか。 

 

それでは採決いたします。議案第２号 農地法第５条の許可申請について 

原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第２号は原案のとおり許可相当として県知事に意

見を送付いたします。 

 

続いて議案第３号「農用地利用集積計画の決定について」事務局より説明

お願いします。 

 

【 貸借 （経営基盤法） 受付番号 ３５６番～４０１番 

  所有権移転（経営基盤法） 受付番号 ４０２番～４０６番 

                   議案書をもとに朗読と説明】 

 

以上の計画要請の内容は、経営面積・従事日数など、農業経営基盤強化促

進法第１８条第３項の各要件を満たしていると考えます。 
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ありがとうございました。何かご意見ご質問等がありましたらお願いしま

す。 

 

（質問・意見なし） 

 

よろしいですか。それでは採決いたします。議案第３号「農用地利用集積

計画の決定について」原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願

いします。 

 

（全員挙手） 

 

全員賛成ですので、議案第３号は原案のとおり決定いたしました。 

 

次に報告事項に入ります。 

報告第１号「農地法第１８条第６項の規定による通知書の受理について」 

は、報告事項ですので、それぞれお読みいただいて、何かご質問があれば

お願いします。 

 

よろしいですか。それでは以上をもちまして、農地議案審議を終了いたし

ます。 
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